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株式会社マネーフォワード 

 
『マネーフォワード クラウドシリーズ』、軽減税率など税制改正対応における特設ページを公開 

〜税制改正の基礎知識や、軽減税率対応機能の活用方法について紹介〜 
 
　株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO： 辻庸介、以下「当社」）は、2019

年10月から施行される「消費税軽減税率制度」に関する特設ページを開設いたします。 

 

■背景 

　2019年10月より、税率が8％から10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されま

す。軽減税率制度の実施により、軽減税率（8％）と標準税率（10％）の複数税率が適用され、事業者は軽減

税率対象品を区分して会計帳簿や請求書を記載する必要があります。そのため、従来に比べ事業者の経理業

務が複雑化するなどの課題があります。 

 

　こうした状況に対し、当社は事業者の軽減税率制度対応における準備をよりスムーズにするための税制改

正に関する特設ページを公開いたします。特設ページでは、税制改正における基礎知識や、軽減税率対応を

迅速かつ簡単に行うための方法についてご紹介するほか、当社が提供するビジネス向けクラウドサービス

『マネーフォワード クラウドシリーズ』における軽減税率対応機能の活用方法について解説いたします。　 

　今後も当社では、事業者の皆さまのバックオフィス業務の効率化に向けたサポートを行なってまいりま

す。 

 
■税制改正特設ページについて 
　消費税増税や軽減税率における基礎知識や、税制改正対応をする際の事業者負担を軽減できるクラウド化

におけるメリットなどをご紹介しています。さらに、当社が提供するビジネス向けクラウドサービス『マ

ネーフォワード クラウドシリーズ』における税制改正に関する機能における最新情報をお届けします。 

URL：https://biz.moneyforward.com/campaign/accounting/1774/ 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社マネーフォワード　広報担当：柏木、稲増、早川、石田　E-mail：pr@moneyforward.co.jp 
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■株式会社マネーフォワードについて 

名称　　：株式会社マネーフォワード 

所在地   ：東京都港区芝浦 3-1-21　msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F 

代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介 

設立　　：2012年5月 

事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供 

URL　　：https://corp.moneyforward.com/ 

主要サービス： 

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』　https://moneyforward.com/ 

ビジネス向けクラウドサービス『マネーフォワード クラウドシリーズ』　https://biz.moneyforward.com/ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社マネーフォワード　広報担当：柏木、稲増、早川、石田　E-mail：pr@moneyforward.co.jp 
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